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１．平成２４年度におけるＮＴＴ東日本・西日本のユニバーサルサービス収支表（基礎的電気通信役務収支表）について

加入電話

基本料

緊急通報

第一種公衆電話

市内通信

離島特例通信

緊急通報

合計

営業収益

277,807

277,807

727

1

728

278,536

329,329

328,980

3,064

6

3,072

332,402

営業費用

349

2

営業損益

▲51,521

▲349

▲51,172

▲2,337

▲5

▲2

▲2,344

▲53,866

○平成２４年度ユニバーサルサービス収支表（単位：百万円）

・平成２４年度におけるＮＴＴ東日本・西日本のユニバーサルサービス収支の状況は、ＮＴＴ東日本で▲５３９億円、

ＮＴＴ西日本で▲４８３億円の赤字（東西計で▲１,０２２億円）となっている。

・なお、ＮＴＴ東日本において、平成２４年度決算において計上した災害特別損失８０億円のうち、ユニバーサル

サービス相当２８億円を営業費用に含めた場合の営業損益は、▲５６６億円の赤字となっている。

営業収益

284,010

284,010

427

1

428

284,439

330,604

330,329

2,139

6

2,147

332,751

営業費用

274

1

営業損益

▲46,593

▲274

▲46,318

▲1,712

▲4

▲1

▲1,718

▲48,311

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

１

（参考）前年度

増 減

306,202 365,069 ▲58,866

▲27,666 ▲32,667 ＋5,000

311,859 360,847 ▲48,987

▲27,419 ▲28,095 ＋676

災害特別損失の

影響考慮後の利益

▲54,292

▲351

▲53,941

▲2,348

▲5

▲2

▲2,355

▲62,101

▲56,648

＋5,452



２．ユニバーサルサービスに係る原価・収益に基づく補てん対象額の算定について

・ＬＲＩＣモデルに従って算定されたユニバーサルサービスに係る原価・収益に基づき、補てん対象額を算定。

ＮＴＴ東日本
▲1,205

原価（報酬を含む）

収益

管理部門 利用部門 計

908 3,978

赤字

2,835 3,242 ▲1,349942 4,184

①加入電話・基本料

（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価〔〔〔〔億円億円億円億円〕〕〕〕））））

加入電話回線数
※

（万回線）

2,163

2,272
ＮＴＴ西日本

（参考）

（補てん対象の高コストエリアの原価（補てん対象の高コストエリアの原価（補てん対象の高コストエリアの原価（補てん対象の高コストエリアの原価〔〔〔〔百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕））））

「全国平均費用＋標準偏差の２倍」(基準単価)をベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額とする。＜ベンチマーク方式＞

（算定に当ってはＩＰ電話への移行回線数を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算
※

）

＜補てん対象額の算定方法＞

4,435
合 計

5,609 6,312 ▲2,5541,850 8,162

１

回

線

当

り

コ

ス

ト

水

準

（加入数分布）

高コスト

地域

低コスト

地域

補てん対象地域

基金の補てん対象

全国平均コスト

＋２σ超部分

全国平均費用（1,534円）

収容局別費用

全国平均コスト＋２σ

（基準単価）

（1,960円）

（参考）加入電話基本料の補てん対象額算定の仕組み

6,156 6,535 ▲2,3852,006 8,541（参考）前年度

増 減
▲547 ▲222 ▲169▲156 ▲379

ＮＴＴ東日本 20,603

（算定対象原価）

ＮＴＴ西日本

①補てん対象地域

の実績原価

（基準原価）

②対象回線数に

基準単価を乗じた額

④基準原価を

上回る額

（=①-②+③）

加入電話回線数

（万回線）

（参考）

21,182 2,067

補てん対象額

26,793 29,933 908

47,396 51,114 2,975合 計

２

③基準単価を

下回る額

2,646

4,047

6,694

4,432

＋4

90.1

127.3

<2.0％>

<2.9％>

217.3

<4.9％>

高コストから順に

4.9％を抽出

3,0702,773



26.4

ＮＴＴ東日本 ▲388

収益

管理部門 利用部門 計

赤字

▲216

（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価〔〔〔〔百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕））））

加入電話回線数

（万回線）

ＮＴＴ西日本

（参考）

原価（報酬を含む）

３

▲604合 計

（参考）前年度

増 減
＋21 ▲22＋0 ＋22

（補てん対象の高コスト（補てん対象の高コスト（補てん対象の高コスト（補てん対象の高コスト4.94.94.94.9％エリアの原価％エリアの原価％エリアの原価％エリアの原価〔〔〔〔百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕））））

補てん対象額

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

補てん対象地域

に相当する原価

加入電話回線数

（万回線）

（参考）

<1.0％>

<3.9％>

合 計

<4.9％>

▲583

▲263

基本料の高コスト上位4.9％（東西計）の加入者回線数に対応した原価

＜補てん対象額の算定方法＞

②加入電話・緊急通報

（参考）前年度

増 減 ＋4 ▲12.9

387

215

602

2

1

3

388

216

604

580 2 583

1,288

1,336

2,624

2,887

22

22

44

40

102.2

128.6

141.5



「原価－収益」の収支差額

＜補てん対象額の算定方法＞

「原価－収益」の収支差額

＜補てん対象額の算定方法＞

③第一種公衆電話(市内通信)

（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価〔〔〔〔百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕））））

④第一種公衆電話(離島特例通信)

（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価〔〔〔〔百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕））））

補てん対象額

ＮＴＴ東日本

収益

管理部門 利用部門 計

原価－収益

（＝赤字額）

第一種公衆電話

台数（台）

ＮＴＴ西日本

（参考）

原価（報酬を含む）

４

合 計

（参考）前年度

増 減
▲182 ▲148 ＋41＋8 ▲140

8

補てん対象額

ＮＴＴ東日本

収益

管理部門 利用部門 計

原価－収益

（＝赤字額）

第一種公衆電話

台数（台）

ＮＴＴ西日本

（参考）

原価（報酬を含む）

合 計

（参考）前年度

増 減 ＋0 ＋0 ＋0＋0 ＋0

4,855

427

1,154

727

2,216

2,639 109

41

150

2,747

2,257

5,005

2

1

3

4

6

11

0

0

0

5

6

11

3

5

8

2,021

1,830

3,851

1,336 5,003 142 5,145 3,810

3 10 0 11 8

57,983

50,672

108,655

11,631

2,632

14,263



「原価－収益」の収支差額

＜補てん対象額の算定方法＞

⑤第一種公衆電話・緊急通報

（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価（提供エリア全体の収益・原価〔〔〔〔百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕））））

8

補てん対象額

ＮＴＴ東日本

収益

管理部門 利用部門 計

原価－収益

（＝赤字額）

第一種公衆電話

台数（台）

ＮＴＴ西日本

（参考）

原価（報酬を含む）

合 計

（参考）前年度

増 減 ＋0 ＋0＋0 ＋0

５

2

1

2

0

0

0

2

1

2

2 0 2

1

2

2

2

57,983

50,672

108,655



■ 今年度のユニバーサルサービスの交付金及び負担金の額の算定においては、これまでと同様に、基礎的電気通信役務の提供

に要した原価に東日本大震災による災害特別損失及び災害特別損失戻入額（以下「災害特別損失等」という。）のうち基礎的電

気通信役務の提供に係るものを含めている。

■ 交付金の額の算定において基礎的電気通信役務の提供に要した原価に災害特別損失等のうち基礎的電気通信役務の提供に

係るものを含めることについて、昨年度と同様に、電気通信事業法第１０９条第１項に基づく交付金の額及び交付方法の認可の

申請並びに同法第１１０条第２項に基づく負担金の額及び徴収方法の認可の申請に併せて、基礎的電気通信役務の提供に係る

交付金及び負担金算定等規則第３条ただし書に基づく許可の申請を行う。

※ なお、本件については、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本からも、電気通信事業法第１０９条第２項に基づく算定に関して、総務大臣

に対して、同様の許可の申請がされている。

【参考】

◇ 災害特別損失等（収支表ベース）

・ 平成23年度災害特別損失等 ８２億円

→ うち基礎的電気通信役務の設備管理部門に係るもの ２６億円

・ 平成24年度災害特別損失 ８０億円

→ うち基礎的電気通信役務の設備利用部門に係るもの ２億円

◇ 補てん対象額及び合算番号単価への影響（ＮＴＴ東西合計・試算）

・ 基礎的電気通信役務の提供に要した原価への影響 ： ２７．３億円

・ 補てん額への影響 ： １９百万円

・ 合算番号単価への影響 ： ０．００７円

（参考）ユニバーサルサービス制度の交付金の額の算定における災害特別損失等の扱いについて

６



○○○○補てん対象額補てん対象額補てん対象額補てん対象額

（合算）

番号単価

○○○○番号単価番号単価番号単価番号単価

○○○○支援業務費支援業務費支援業務費支援業務費 （Ｈ２５予算額：予算額 62百万円 － 前期繰越額 8百万円）

平成26年1月～12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計(2,676百万番号)

補てん対象額（6,880百万円）＋支援業務費（54百万円）－予測前年度過不足額(＋150百万円)

（合算）番号単価

＝2.535035622円／月・番号

７

（注）・東西合算の番号単価は整数未満を四捨五入

・東西別の番号単価は、合算単価を東西の

補てん対象額の割合で案分

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

合 計

2,067百万円

908百万円

2,975百万円

第一種公衆電話加入電話

基本料 緊急通報 市内通信

22百万円

22百万円

44百万円

2,021百万円

1,830百万円

3,851百万円

離島特例通信

3百万円

5百万円

8百万円

緊急通報

2百万円

1百万円

2百万円

4,114百万円

2,766百万円

6,880百万円

（Ｈ２４予算額：68百万円）

東西計

（参考）前年度

増 減

3,503百万円 3,810百万円 8百万円 2百万円 7,363百万円40百万円

▲528百万円 ＋41百万円 ＋0百万円 ＋0百万円 ▲483百万円＋4百万円

＜前年度（７月～１２月）＞＜前年度（７月～１２月）＞＜前年度（７月～１２月）＞＜前年度（７月～１２月）＞

３円／番号・月３円／番号・月３円／番号・月３円／番号・月

ＮＴＴ東日本分：ＮＴＴ東日本分：ＮＴＴ東日本分：ＮＴＴ東日本分：1.758211511.758211511.758211511.75821151円円円円

ＮＴＴ西日本分：ＮＴＴ西日本分：ＮＴＴ西日本分：ＮＴＴ西日本分：1.241788491.241788491.241788491.24178849円円円円

３．補てん対象額と番号単価

・補てん対象額に支援業務費を加算し予測前年度過不足額を減算した額を、１月～１２月の予測番号総数で

除すことにより、各事業者が負担する（合算）番号単価を算定。

○○○○予測前年度過不足額予測前年度過不足額予測前年度過不足額予測前年度過不足額

＝

＝＝＝＝

＝＝＝＝

5555

３円／番号・月３円／番号・月３円／番号・月３円／番号・月

うち、東日本分：うち、東日本分：うち、東日本分：うち、東日本分：1.7940242491.7940242491.7940242491.794024249円円円円

西日本分：西日本分：西日本分：西日本分：1.2059757511.2059757511.2059757511.205975751円円円円

54百万円

＋150百万円


